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は じ め に 

 

 令和７年１１月１８日に任期が満了することに伴う第２１回川崎市長選挙の日程は、同年５月 

１２日開催の本市選挙管理委員会において、告示日を１０月１２日、選挙期日を１０月２６日として執行する

ことに決定しました。その後、９月１１日に川崎区選出の市議会議員が当該市長選挙に立候補するため辞職し

たことにより、同区選出の市議会議員に欠員が生じたため、翌１２日に急遽本市選挙管理委員会を開催し、川

崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙（欠員１人）を市長選挙に便乗して同時に執行することを決定しました。 

 また、川崎市長選挙は、直近２回（令和３年及び平成２９年）はそれぞれ衆議院議員総選挙と同日に執行し

ており、今回の市長選挙は平成２５年以来１２年ぶりに本市単独での地方選挙のみを行う選挙となりました。 

 管理執行の面においては、令和６年執行の兵庫県知事選挙において、当選を目的としない者が特定候補を応

援するために立候補し、実質的に２倍の選挙運動を行う、いわゆる「２馬力選挙」が大きな問題として全国的

な注目を浴びたことを受け、ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターの記載に関する義務や営業宣伝に

係る罰則が新設された公職選挙法の一部改正や、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者

に対し支給することができる報酬及び費用弁償の基準額を引き上げた公職選挙法施行令の一部改正が施行さ

れてから初めて執行される市長選挙となり、結果として今回の市長選挙では、当選を目的としない立候補者は

なく、市長選挙としては過去最多の６人の候補者による１４日間の選挙戦が展開されました。 

啓発事業としては、市長選挙は市民の代表者を選ぶ、市民生活に直結した選挙として有権者の関心を引き起

こすため、より選挙を身近に感じてもらえるよう、川崎市出身で世界を舞台に活躍しているプロサッカー選手

の「田中 碧」さんをメインキャラクターに起用し、田中選手の爽やかで力強い写真に加え、キャッチコピー

「自分ができることを全力で！」を大きくレイアウトしたメインビジュアルを作成して、かわさき市政だより

（１０月１日号）の１面に掲載したほか、特に本市としては初めて投票済証明書（投票所来場証明書）のデザ

インにも使用するなど、各種啓発事業に活用し、若年層を中心とした幅広い世代への投票喚起を行いました。 

今回の市長選挙の投票率は３２．９３％となり、衆議院議員総選挙と同日執行となった直近２回の市長選挙

である令和３年執行時の５７．６６％及び平成２９年執行時の５２．３０％を、２４．７３ポイント及び１９．

３７％下回る結果となり、最後に市長選挙を単独で執行した平成２５年執行時の投票率３２．８２％をわずか

０．１１ポイント上回ったものの、市が単独で執行する地方選挙の難しさが浮き彫りとなりました。 

 この「川崎市長選挙・川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙の記録」は、今回の選挙の結果をまとめたもの

ですが、今後の選挙等の執行に当たり御活用いただければ幸いです。 

最後となりましたが、今回の川崎市長選挙等を無事終えることができ、この記録をお届けすることができま

したことは、関係各位及び諸団体並びに報道関係の皆様の深い御理解と御協力の賜物と存じ、この場をお借り

して衷心よりお礼申し上げる次第です。 

 

 令和８年３月 

川崎市選挙管理委員会 



 
 

 

 

 

 

川崎市選挙管理委員会 委員長談話 

 

本日、川崎市長選挙が告示され、川崎市議会議員川崎

区選挙区補欠選挙とあわせて１０月２６日に投票が行わ

れます。 

本市は、昨年市制１００周年という歴史的な節目を迎

え、次の１００年に向けて歩み始めたところです。有権

者の皆様には、あらゆる世代を通じて積極的に投票に参

加していただき、これからの本市のかじ取りを担う、自

分たちの思いを託するにふさわしい候補者に貴重な１票

を行使されますよう希望いたします。 

また、候補者並びに選挙運動関係者の皆様におかれま

しては、法令等を遵守していただき、最後まで公正で、

違反のない「明るくきれいな選挙」に徹して運動を展開

されることを強く要望いたします。 

 

令和７年１０月１２日 

 

川崎市選挙管理委員会 

委員長 廣田 健一 
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１ 選挙の概要 

 

(1) 選挙期日 

令和７年１１月１８日に任期が満了することに伴う今回の川崎市長選挙（以下、

「市長選挙」という。）は、同年５月１２日開催の委員会において１０月１２日

（日）を告示日、１０月２６日（日）を選挙期日と決定しました。また、令和７年

９月１１日に辞職により欠員１名が生じた川崎市議会議員川崎区選挙区における補

欠選挙（以下、「市議川崎区補欠選挙」という。）について、公職選挙法（以下、

「法」という。）第１１３条第３項及び第４項の規定により、９月１２日に市長選

挙と同時に行うことを決定しました。 

このような経緯の中、１０月１２日に市長選挙が告示され、続いて１０月１７日

に市議川崎区補欠選挙が告示され、１０月２６日に川崎区を除く６区で市長選挙を

執行し、川崎区で市長選挙及び市議川崎区補欠選挙の２つの選挙を同時に執行しま

した。 

なお、開票については従前どおり即日開票を実施しました。 

 

(2) 選挙啓発 

地域住民の福祉の増進と地域社会の発展のため、地方公共団体の果たす責務は極

めて重要です。川崎市長選挙は、今後４年間のまちづくりや地域福祉など、地域社

会の発展を担うリーダーを選ぶという、市民生活に直接結びつく大変重要な意義を

有する選挙です。 

このため、市・区選挙管理委員会は、市・区明るい選挙推進協議会と緊密に連携

し、選挙のルールを守ったきれいな選挙の推進と投票率向上を目的として、あらゆ

る機会を通じて一票の大切さを周知し、投票参加を呼びかけることを重点に各種の

啓発事業を実施しました。 

 

ア 投票参加の推進 

選挙は、有権者が政治に参加する最も重要かつ基本的な機会であり、積極的な

投票参加は民主政治の健全な発展のため欠かすことのできないものです。 

特に、今回の選挙は、市民生活に直結する重要な選挙であることから、多くの

有権者の目に留まって印象に残るとともに、投票を喚起するように、本市出身の

プロサッカー選手「田中 碧」選手をメインキャラクターに起用し、統一したイメ

ージ及びデザインを用いた啓発動画やポスター、横断幕などをはじめとする啓発

資材を作製し、投票日等を周知するとともに、本市では初めて投票済証明書にも

メインキャラクターを起用し、受け取った有権者にはＳＮＳでの発信も呼びかけ

る取組を行いました。 

また、各種広報の展開については、本市の広報媒体を積極的に活用することに

加え、ＪＲ南武線や小田急線の主要駅における広告や市内各所の大型ビジョンで

の動画放映とともに、メディアを活用した広報活動を実施し、パブリシティによ

る二次的な啓発効果も含め、事業を展開しました。 

さらには、すべての世代の有権者が積極的に投票するよう市内各地域で街頭啓

発等を行い、投票参加を呼びかけました。 
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イ 若年層有権者への啓発活動の強化 

若年層の主要な情報源の１つであるＳＮＳにおいて、市ソーシャルメディア公

式アカウントを活用し、ＸやＬＩＮＥで、選挙期日の周知や投票参加への呼びか

けを実施した上、選挙権年齢に達する世代の生徒に向けて、選挙への関心を高め、

積極的に投票に参加するよう、高等学校への選挙公報の配架とともにポスターや

横断幕の掲出等も実施しました。 

また、子どもの頃の投票所体験が、将来有権者となった際の投票参加に繋がる

経験となるとともに、子育て世代の有権者の投票するきっかけ作りとして、「親

子連れ投票」を推進しました。 

 

ウ 選挙結果の速やかな公表 

選挙の結果を市民に対して速やかに知らせるため、「選挙特設ホームページ」

による投・開票速報を実施しました。 

 

エ 制度の周知 

より多くの有権者が、それぞれの状況に応じた投票の機会を確保できるよう、

「選挙特設ホームページ」に投開票日や投票所の情報に加え、期日前投票及び不

在者投票を含めた様々な投票制度を掲載するとともに、その他の啓発媒体も活用

し、各種投票制度を周知しました。 

 

オ きれいな選挙の推進 

選挙の正しいルールの周知徹底を図り、買収・供応等の悪質な選挙違反を一掃

し、有権者が自由な意思で投票できる、きれいな選挙を推進しました。 

 

(3) 候補者等 

ア 市長選挙 

  候補者数は過去最多の６人で、現職と新人５人の選挙戦となりました。 

 

イ 市議川崎区補欠選挙 

欠員数１人に対し候補者は５人で、新人４人、元議員１人が立候補しました。

所属党派は日本共産党、立憲民主党、社会民主党、自由民主党、日本維新の会

（届出順）が１人ずつでした。 

 

(4) 選挙人名簿 

選挙期日の決定に伴い、選挙人名簿の登録基準日等が次のとおり定められ、各区

の選挙管理委員会において、最初に市長選挙、続いて川崎区においては市議川崎区

補欠選挙の選挙時登録も行いました。 
 
 

選挙の別 登録基準日 登録日 異議申出日 
 

市長選挙 
〔住所〕令和7.10.11 

〔年齢〕令和7.10.26 
令和7.10.11 令和7.10.12 
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選挙の別 登録基準日 登録日 異議申出日 

 

 
市議川崎区 

補欠選挙 

〔住所〕令和7.10.16 

〔年齢〕令和7.10.26 
令和7.10.16 令和7.10.17 

 

 

これにより、各区の選挙管理委員会において登録した結果、選挙人名簿登録者数

（令和７年１０月１１日現在）（以下、「登録者数」という。）は、男が６４５，

１４８人、女が６３４，８０７、総計で１，２７９，９５５人となり、前回の令和

３年１０月３１日執行の川崎市長選挙（以下、「前回市長選挙」という。）と比較

して総数で１９，０１５人増加しました。 

 

(5) 投 票 

ア 投票区 

投票区の総数は全市合計１６４箇所で、前回市長選挙時の１６３箇所から中原

区で１箇所増えています。 

これを選挙人名簿登録者数の段階別に見ると次表のとおりです。 
 

   

  

 

   

 登 録 者 数            

  （人） 

    0 
   ～ 
   2,999 

  3,000 
     ～ 
   4,999 

   5,000 
   ～ 
  6,999 

   7,000 
   ～ 
   8,999 

   9,000 
   ～ 
  10,999 

  11,000 
   ～ 
  12,999 

13,000 
   ～ 
   

 

 投 票 区 数               １   ２３   ５２   ４０   ２６ １１ １１ 

 

投票区数を行政区別にみると川崎区が２９と最も多く、次いで中原区が２７、多

摩区２４、高津区２３、宮前区２３、幸区１９、麻生区１９の順となっています。 

また、本市内で登録者数が最も多かった投票区は、中原区の第１投票区（中原区

役所）の１５，２２２人、最も少なかったのは中原区の第５投票区（西丸子小学

校）の１，９７７人で、１投票区当たりの平均登録者数は７，８０５人でした。 

 

イ 投票の状況 

投票は１０月２６日（日）午前７時から午後８時まで、市区職員１，４１３

人、市民従事者５７４人の計１，９８７人の従事者により各投票所で一斉に市長

選挙、市議川崎区補欠選挙（川崎区のみ）の順に行われました。 

市長選挙の時間ごとの投票率（％）の概要は次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

時刻等  10:00  11:00  14:00  16:00  18:00  19:30  確 定 
 

今 回 1.74 3.40 10.04 14.01 17.31 19.69 32.93 

前 回 4.73 8.77 22.07 28.16 34.25 38.36 57.66 

 

投票の結果をみると、全市における市長選挙の選挙当日の有権者数は１，２５

８，９７０人、投票者数は４１４，６２２人で、投票率は３２．９３％と衆議院

議員総選挙と同日で執行された前回より２４．７３ポイント下回る結果となりま

した。 

各行政区別の市長選挙の投票率をみると、最も高かったのが麻生区の３５．３

（％） 
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１％、これに次いで中原区が３４．７９％、幸区３４．６３％、多摩区３３．０

１％、高津区３１．８４％、宮前区３０．９１％、川崎区３０．７３％の順でした。 

また、投票用紙は従前のとおり開票作業の迅速化に資するため、投函後開いた

状態になる合成紙（ユポ紙）を使用し、それぞれ地色は市長選挙が白色、市議川

崎区補欠選挙がクリーム色で、印刷色はいずれも黒色でした。 

 

ウ 代理投票 

身体の故障等により代理投票をした者を市長選挙についてみると、全市で２７

８人で、最も多かったのは川崎区の５８人、最も少なかったのは麻生区の２５人

でした。 

 

エ 点字投票 

視覚障害者であることにより点字投票をした者を市長選挙についてみると、全

市で２９人で、最も多かったのは高津区の９人、最も少なかったのは幸区の１人

でした。 

 

オ 期日前投票及び不在者投票 

各区の期日前投票所は、いずれの期日前投票所も市長選挙の告示日の翌日（１

０月１３日）から選挙の期日の前日（同月２５日）までの間、期日前投票所の投

票時間については、開始時刻は午前８時３０分（中原区の国際交流センターのみ

午前９時）から午後８時まで、次表のとおり設置しました。 

区名  期 日 前 投 票 所 施 設  所  在  地 

川崎区 

 川 崎 市 川 崎 区 役 所 １ ２ 階 会 議 室  川崎区東田町８番地 

 川崎市川崎区役所大師支所仮庁舎２階会議室  川崎区台町２６番７号 

 川崎市川崎区役所田島支所仮庁舎２階会議室  川崎区田島町２０番２３号 

幸 区 
 川 崎 市 幸 区 役 所 ４ 階 会 議 室  幸区戸手本町１丁目１１番地１ 

 川崎市幸区役所日吉出張所２階日吉おやこであそぼうランド  幸区南加瀬１丁目７番１７号 

中原区 
 川 崎 市 中 原 区 役 所 ５ 階 会 議 室  中原区小杉町３丁目２４５番地 

 川崎市国際交流センター別棟レクリエーションルーム  中原区木月祗園町２番１号 

高津区 
 川 崎 市 高 津 区 役 所 ５ 階 会 議 室  高津区下作延２丁目８番１号 

 川崎市高津区役所橘出張所２階会議室  高津区千年１３６２番地１ 

宮前区 
 川 崎 市 宮 前 区 役 所 ４ 階 会 議 室  宮前区宮前平２丁目２０番地５ 

 川崎市宮前区役所向丘出張所１階ロビー  宮前区平１丁目１番１０号 

多摩区 

 川 崎 市 多 摩 区 役 所 １ １ 階 会 議 室  多摩区登戸１７７５番地１ 

 川 崎 市 多 摩 区 役 所 １ 階 講 堂  多摩区登戸１７７５番地１ 

 川崎市多摩区役所生田出張所２階大会議室  多摩区生田７丁目１６番１号 

麻生区 
 川 崎 市 麻 生 区 役 所 ４ 階 会 議 室  麻生区万福寺１丁目５番１号 

 川崎市麻生区役所柿生分庁舎１階ホール  麻生区上麻生６丁目２９番１８号 

※ 選挙人名簿に登録されている区内の期日前投票所であれば、いずれの期日前投票所でも選挙人の 

受付を行いました。 

※  混雑緩和対策として、多摩区役所に設置した期日前投票所にあっては、最も混雑する期日前投票

最終日である１０月２５日（土）のみ、１１階会議室に加えて１階講堂にも期日前投票所を設置

しました。 
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期日前投票及び不在者投票をした者の数等については次表のとおりです。 

【市長選挙】 
 
 

      

   項目 

 選挙 

選挙当日の

有権者数 

投 票 者 

総 数 

期 日 前 

投票者数 

不 在 者 

投票者数 

期日前投票 

不在者投票 

合 計 

投票者総数に対する 

期日前投票・不在者 

投票をした者の割合 

 

今    回 1,258,970 414,622  146,018 1,725 147,743   35.63 ％ 

前回(R3) 1,241,333 715,772  208,263 3,149 211,412   29.54 ％ 

増  △減 17,637 △301,150  △62,245 △1,424 △63,669 6.09 ポイント  

 

カ 特定国外派遣組織に属する選挙人の投票 

特定国外派遣組織に属する選挙人の国外における不在者投票についてこの制度

を利用した選挙人は、今回はいませんでした。 

 

(6) 開 票 

開票は、選挙人に速やかに選挙の結果を知らせるよう努めなければならないとす

る公職選挙法第６条第２項の趣旨から、今回も投票日と同日である令和７年１０月

２６日（日）に即日開票としました。開票開始時刻については、前回より１０分早

めた午後９時からとし、市内７箇所の開票所において一斉に、市区職員７８８人、

市民従事者等３２５人の計１，１１３人によって、投票用紙計数機を全市で１３８

台を使用して行われました。 

各区の開票所は、次表のとおりです。 

開 票 区 開票所施設の名称  所    在    地 

川 崎 区 川崎市スポーツ・文化総合センター大体育室 川崎区富士見１丁目１番４号 

幸  区 川崎市幸スポーツセンター大体育室 幸区戸手本町１丁目１１番地３ 

中 原 区 東急ドレッセとどろきアリーナサブアリーナ 中原区等々力１番３号 

高 津 区 川崎市立高津高等学校新体育館 高津区久本３丁目１１番１号 

宮 前 区 川崎市宮前スポーツセンター大体育室 宮前区犬蔵１丁目１０番３号 

多 摩 区 川崎市多摩スポーツセンター大体育室 多摩区菅北浦４丁目１２番５号 

麻 生 区 川崎市麻生スポーツセンター大体育室 麻生区上麻生３丁目６番１号 

  

ア 開票の状況 

開票作業は令和７年１０月２６日午後９時の開始とともに進捗し、一部の区に

おいて投票者数の再確定を行ったことなどもあり、開票の全市の確定は、市長選

挙が２５時０２分、市議川崎区補欠選挙が２２時３９分でした。 

 

イ 無効投票 

市長選挙においては、３，８４９票（無効投票率０．９３％）、市議川崎区補

欠選挙においては、２，１４０票（同３．７８％）でした。 

また、無効投票の内訳では、各選挙とも同様の傾向を示し、「白紙投票」が圧

倒的に多く、市長選挙では２，６２９票（無効投票中６８．３０％）、市議川崎
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区補欠選挙では１，４４０票（無効投票中６７．２８％）でした。 

 

(7)  選挙会 

   市長選挙の選挙会は、投・開票日の翌日１０月２７日（月）午後２時から川崎市

役所本庁舎復元棟３０３会議室において、３人の選挙立会人が立会いの上、開催さ

れ、各開票管理者の開票結果報告書等に基づき法定得票数等を計算し、当選人が決

定されました。 

   なお、市議川崎区補欠選挙の選挙会は、法第７９条の規定により、選挙会の区域

と開票区の区域が同一であるため、開票事務と合同で行われ、投票日当日の１０月

２６日（日）開票作業終了後、直ちに法定得票数等を計算し、当選人が決定されま

した。 

 

(8)  当選人 

ア 市長選挙 

   「福田紀彦氏（無所属／現）」が２５３，３５５票を得て当選人となりました。 

 

イ 市議川崎区補欠選挙 

「すがや英彦氏（自由民主党／新）」が１９，９８３票を得て当選人となりまし

た。 

 

(9) 選挙公営 

ア ポスター掲示場 

ポスター掲示場の様式については、市長選挙、選挙とも３段式、１１区画を採

用しました。 

今回の各選挙におけるポスター掲示場の設置数は、次表のとおりです。 
  

 

行 政 区 投票区数 設 置 数 

         

川崎区 ２９     ２２８ 

幸 区 １９     １５２ 

中原区 ２７     ２２１ 

高津区 ２３     １８８ 

宮前区 ２３     １８９ 

多摩区 ２４     １９４ 

麻生区 １９     １５３ 

計 １６４   １，３２５   

    
 

 

イ 選挙公報 

事業者及び川崎区・多摩区の一部地域においては町内会・自治会等の住民組織の

協力を得て、市長選挙（川崎区については加えて市議川崎区補欠選挙の合計２種

類）の公報を各世帯へ配布しました。 
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＊各区が受領した各選挙の公報の部数（枚） 

  

 

  

区 別  川崎区  幸 区  中原区  高津区  宮前区  多摩区  麻生区 計 
 

市長選挙 159,860 106,960 169,010 141,760 131,710 142,710 103,160 955,170 

市議川崎区補欠選挙 159,360 ― ― ― ― ― ― 159,360 
  

 

ウ 個人演説会 

個人演説会を開催することができる公営施設の数は、全市で学校１８８箇所、

公民館１３箇所、市選挙管理委員会の指定した施設２５箇所の計２２６箇所で、

同施設を利用した開催状況は、市長選挙で０回、市議川崎区補欠選挙で１回でし

た。 
   

エ 公費負担 

市長選挙における公費負担制度の利用状況は、６候補中、選挙運動用自動車の

使用については、自動車の借入れは２名、燃料供給は１名、運転手の雇用は２名

が利用し、また、選挙運動用ビラの作成、ポスターの作成については２名、選挙

運動用葉書については４名が利用しました。 

市議川崎区補欠選挙における公費負担制度の利用状況は、５候補中、選挙運動

用自動車の使用については、自動車の借入れが３名、燃料供給が３名、運転手の

雇用が４名、それぞれ利用し、また、選挙運動用ビラの作成、ポスターの作成に

ついては４名、選挙運動用葉書については全候補者が利用しました。 

 

(10) 供託金 

市長選挙の立候補に必要な供託金の額は２４０万円です。その没収点は有効投票

総数の１０分の１ですが、今回の選挙では４１,０７７．１００票で、この没収点

に達しない候補者は４名でした。 

市議川崎区補欠選挙の立候補に必要な供託金の額は５０万円です。その没収点は

有効投票総数を選挙区の定数である９で除した数の１０分の１ですが、今回の選挙

では６０５．３４４票で、この没収点に達しない候補者はいませんでした。 
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２ 主要事務日程表 
  

期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

291 

 

 

 

 

1・8 水  ＊県警捜査第二課

との打合せ 

（参院選打合せ

後に実施）県庁会

議室 

   

236 3・4 

 

火 ＊全町連役員会への協力依頼    ＊（4月以降順次・区町連総会）   

222 3・18 火 ＊選挙係長会議（配置基準の説

明） 

＊選挙係長会議 

13:15 委員会会

議室 

＊選挙係長会議（配置基準の説明） ＊選挙係長会議 

13:15 委員会会

議室 

 

201 4・8 火 ＊庶務課長会議にて職員応援体制

基礎資料の提出依頼の事前説明 
 

    

200 4・9 水 ＊事前協議（市⇒市労連・市職労） 

 
    

191 

 

4・18 金  ＊選挙係長会議 

13:15 委員会会

議室 

 ＊選挙係長会議 

13:15 委員会会

議室 

 

187 4・22 火 ＊職員応援体制基礎資料の提出依

頼（市⇒各局・室・本部、区） 

 ＊職員応援体制基礎資料の提出依頼

（市⇒区） 

  

167 

 

5・12 月 ＊市長選挙の期日(投票日)及び

選挙の期日を告示する日並び

に即日開票の決定 

＊啓発事業計画の決定 

＊職員応援体制基礎資料の受領 
 （各局・室・本部、区⇒市） 

＊委員会 10:00 

 委員会会議室 

＊第1回記者説明会 

14:00 

 記者クラブ室 

 

＊職員応援体制基礎資料の提出（区⇒

市） 

  

166 

 

5・13 火 ＊定例局長会議・庶務課長会議にて

市長選挙の期日等の周知 
 

    

161 5・18 日 ＊（市長）候補者等及び後援団体

の政治活動用ポスター掲示禁

止期間始期（選挙期日まで） 

 

    

160  5・19 月  ＊選挙係長会議 

13:15委員会会議 

室 

 ＊選挙係長会議 

13:15 委員会会

議室 

 

147 6・2 月  

 

  ＊委員会 《定時登録》 

146 

 

6・3  

 

火  ＊委員会 11:00  

 委員会会議室 

 

   

128 6・20 金  

 

＊委員会 10:00  

 委員会会議室 

 

 ＊委員会 

 

 

118 6・30 金  ＊映像・印刷ソフ

ト、ポスター等制

作委託プレゼン

テーション 9:45 

 委員会会議室 

   

115 7・3 木   

 

＊委員会 10:00  

 南庁舎 15F会議室 

 

  

 

＊委員会 

 

 

114 7・4 金 ＊教育だよりかわさき（Vol.133） 

選挙実施 ・親子連れ投票等広報 

    

参議院議員通常選挙 公示日 
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期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

107 7・11 

 

金 

 

＊局・区別投票所割当数の通知 

（市⇒各局・室・本部、区） 

 ＊局・区別投票所割当数の通知受領 

（市⇒区） 

  

98 7・20 

 

日 

 

 

 

    

88 7・30 水 ＊教育委員会等への用務員従事・学

校施設使用の協力依頼（市⇒教育

等） 
＊投・開票事務従事者不足数の報

告依頼（市⇒区） 

＊法務局川崎支局

との打合せ 

 9:00 川崎支局 

＊投・開票事務従事者不足数の報告

依頼受領（市⇒区） 

 

  

82 8・5 火 ＊庶務課長会議にて投開票事務

従事者の協力要請（局長会議）

の事前周知 

 ＊NPO 用務員の従事依頼（区選管⇒

NPO団体） 

 

  

79 8・8 金 ＊投・開票事務従事者不足数の報

告（区⇒市） 

＊用務員の投票事務従事者の名

簿受領（学校長⇒区⇒市） 

 

 ＊投・開票事務従事者不足数の報告

（区⇒市） 

＊用務員の投票事務従事者の名簿提

出（学校長⇒区⇒市） 

  

72 8・15 

 

金 ＊副市長へ投開票事務従事者の

協力要請の説明 

 

    

69 8・18 月 ＊配置基準の変更、投・開票事務

従事者不足数の報告再依頼（市

⇒区） 

＊投・開票事務従事者名簿様式送

付（市⇒区） 

 

 ＊配置基準の変更、投・開票事務従

事者不足数の報告再依頼受領（市

⇒区） 

＊投・開票事務従事者名簿様式受領

（市⇒区） 

 

  

67 8・20 水 ＊（市長）後援団体等の寄附禁止

強化始期（10月 26日まで） 

 

    

66 8・21 木 ＊投・開票事務従事者不足数の再

報告（区⇒市） 

＊市長へ投開票事務従事者の協

力要請の説明 

 

＊委員会 10:00 

 委員会会議室 

 

＊投・開票事務従事者不足数の再報

告（区⇒市） 

  

65 8・22 金 ＊配置基準変更に伴う協議 

 （市⇒市職労・市労連） 

＊委嘱状等用紙の送付及び原文

データの送信（市⇒区） 

 ＊委嘱状等用紙の送付及び原文デー

タの受信（市⇒区） 

 

  

62 8・25 月   ＊個人演説会の公営施設の設備の

程度・費用額の承認申請通知（区

⇒管理者） 

  

61 8・26 火 ＊定例局長会議にて投開票事務

従事者の協力要請 

＊投・開票事務従事応援職員局別

割当・名簿提出依頼（市⇒各

局・室・本部） 

    

60 8・27  

 

水 ＊点字判読者への開票事務従事

依頼（市⇒点字判読者の各区リ

ーダー） 

 

＊選挙係長会議 

9:15 南庁舎第 4

会議室 

 ＊選挙係長会議 

9:15 南庁舎第 4

会議室 

 

59 8・28 木  ＊日本郵便（株）港

郵便局との打合せ 

11:00  委員会会議

室 

   

58 8・29 金   ＊ポスター掲示場設置場所選定期限   

55 9・1 月    ＊委員会 《定時登録》 

参議院議員通常選挙 投・開票日 
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期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

54 9・2 火 ＊（市長）選挙長の選任 

＊（市長）選挙長職務代理者の選

任 

＊（市長）選挙会の場所及び日時

の決定 

＊（市長）選挙時登録の登録基準

日の決定・告示 

＊（市長）投票用紙の様式の決定 

＊（市長）投票所入場券の様式及

び交付方法の決定 

＊不在者投票用外封筒等に押す

べき印を刷込み式にすること

の決定 

＊（市長）自動車・船舶用表示板

及び拡声機用表示板の材質、地

色及び文字の色の決定 

＊（市長）標旗並びに乗車・乗船

章及び選挙運動員章の地色及び

文字の色の決定 

＊（市長）ビラ証紙の地模様及

びその色の決定 

＊（市長）ポスター掲示場の設置

様式の決定 

＊（市長）ポスター掲示場の掲示

区画の数及び設置を完了しな

ければならない日の決定 

＊（市長）政治活動用自動車表示

板の材質、地色及び文字の色の

決定 

＊（市長）政治活動用ポスター証

紙の地模様及びその色の決定 

＊（市長）政談演説会告知用立

札・看板類表示板の地色及び文

字の色の決定 

＊（市長）選挙公報の規格等の決

定 

＊（市長）選挙公報の掲載順序の

くじを行う場所及び日時決定 

＊（市長）委員長専決事項の指定 

＊ポスター掲示場一覧表、図面原

稿等受領期限（区⇒市） 

＊全町連役員会での協力依頼 

＊委員会 10：00 

 委員会会議室 

＊市・区委員長会議  

14:00 南庁舎 15F

会議室 

＊ポスター掲示場一覧表、図面原稿

等提出期限（区⇒市） 

＊ポスター掲示場道路占用許可申請

（区⇒道路公園センター） 

＊ポスター掲示場道路使用許可申請

（区⇒所轄警察署） 

＊ポスター掲示場設置各種許可申請

（区⇒関係機関等） 

 

＊市・区委員長会

議  14:00南庁舎

15F会議室 

 

53 9・3 水 ＊≪報道発表≫啓発メインビジ

ュアル決定 

 

＊庶務担当者会議 

  9:30 WEB 会議 

 ＊庶務担当者会議 

9:30 WEB 会議 

 

52 9・4 木 ＊ポスター掲示場一覧表、図面原

稿等受領期限（区⇒市） 

＊投票所入場整理券封筒校了 

 

    

48 9・8 月 ＊（市長）ポスター掲示場設置業

者入札 

 

    

47 9・9 火 ＊投・開票事務従事応援職員局別

名簿の提出（各局・室・本部⇒

市） 
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期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

46 9・10 水 ＊投票所入場整理券同封用案内

チラシ校了 

 

＊選挙人名簿担当者

会議 13:00 WEB 会

議 

＊期日前・不在者投

票事務担当者会

議 15:00 WEB 会議 

 

 ＊選挙人名簿担当

者 会 議 13:00 

WEB会議 

＊期日前・不在者

投票事務担当者

会議 15:00 WEB

会議 

   

45 9・11 木   ＊個人演説会の公営施設の設備の

程度・費用額の承認申請書提出期

限（管理者⇒区） 

  

44 9・12 金 ＊（市補）市長選挙と同時に行う

ことの決定 

＊（市補）選挙の期日(投票日)

及び選挙の期日を告示する日

並びに即日開票の決定 

＊（市補）選挙長の選任 

＊（市補）選挙長職務代理者の選

任 

＊（市補）開票事務と選挙会事務

との合同 

＊（市補）選挙会の場所及び日時

の決定 

＊（市補）選挙時登録の登録基準

日の決定・告示 

＊（市補）投票用紙の様式の決定 

＊（市補）不在者投票用外封筒等

に押すべき印を刷込み式にす

ることの決定 

＊（市補）投票所入場券の様式及

び交付方法の決定 

＊（市補）投票及び開票の順序の

決定 

＊（市補）自動車・船舶用表示板

及び拡声機用表示板の材質、地

色及び文字の色の決定 

＊（市補）標旗並びに乗車・乗船

章及び選挙運動員章の地色及び

文字の色の決定 

＊（市補）ビラ証紙の地模様及

びその色の決定 

＊（市補）ポスター掲示場の設置

様式の決定 

＊（市補）ポスター掲示場の掲示

区画の数及び設置を完了しな

ければならない日の決定 

＊（市補）政治活動用自動車表示

板の材質、地色及び文字の色の

決定 

＊（市補）政治活動用ポスター証

紙の地模様及びその色の決定 

＊（市補）政談演説会告知用立

札・看板類表示板の地色及び文

字の色の決定 

＊（市補）選挙公報の規格等の決

定 

＊（市補）選挙公報の掲載順序の

くじを行う場所及び日時の決

定 

＊（市補）委員長専決事項の指定 

＊投票所入場整理券・宛名用紙校

了 

＊委員会 10:00  

委員会会議室 
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期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

43 9・13 土 ＊配置基準の変更、投・開票事務

従事者不足数の報告再々依頼

（市⇒川崎区） 

 

 ＊配置基準の変更、投・開票事務従

事者不足数の報告再々依頼受領

（市⇒川崎区） 

 

  

40 

 

9・16  火 ＊投・開票事務従事者不足数の

再々報告（川崎区⇒市） 

＊投・開票事務従事応援職員局別

割当・名簿提出再依頼（市⇒各

局・室・本部） 

＊特設ホームページ（予告ペー

ジ）の公開開始 

 

＊（市長）政党説明

会10:30南庁舎第

5･6会議室 

＊（市長）立候補予

定者事前説明会 

 15:30 南庁舎第 5･

6会議室 

 

＊投・開票事務従事者不足数の再々

報告（川崎区⇒市） 

  

39 9・17 水 ＊投・開票事務従事本庁応援職員名

簿の送付（市⇒区（川崎区を除

く）） 

＊投・開票事務従事応援職員局別

名簿者確定名簿及び開票集合

通知文提出依頼（市⇒区） 

＊特設ホームページ（予告ペー

ジ）の公開開始 

 

＊投票事務担当者会

議 13:00 WEB 会議 

＊投票受付システム

担当者会議 15:00 

WEB会議 

 

＊投・開票事務従事本庁応援職員名簿

の受領（市⇒区（川崎区を除く）） 

＊投票事務担当者

会議 13:00 WEB

会議 

＊投票受付システ

ム担当者会議 

15:00 WEB会議 

 

 

38 9・18 木 ＊投開票速報局内リハーサル 

 16:00 選挙管理委員会事務局

長室 

    

37 9・19 金 

 

＊選挙時登録・住民マスタ現在日 

＊直接請求署名収集禁止期間始期 

 【自治法74⑦、自治令92④】 

（選挙期日まで） 

 

 ＊選挙人名簿の登録の移替えの延

期の決定・告示（9月 21日までに

実施） 

＊ポスター掲示場の設置様式・掲示

区画等の決定 

＊ポスター掲示場の表示・注意欄の

下に接する区画を選挙啓発のため

に使用することの決定 

＊不在者投票用紙等の告示日前郵送

交付日の決定 

 

＊委員会   

34  

 

9・22 月 ＊投票所入場整理券用データ引

渡し（市⇒業者） 

＊選挙人名簿の登録の移替え延期

期間始期（選挙期日まで） 

 

 ＊選挙人名簿の登録の移替え延期期間

始期（選挙期日まで） 

 

  

32 9・24 水 ＊開票所レイアウト受領（区⇒

市） 

 

＊指定施設不在者

投票事務説明会

（書面開催） 

＊投・開票速報担当

者会議 14:00  

WEB 会議 

＊開票所レイアウト提出（区⇒市） 

 

＊投・開票速報担当

者会議 14:00  

WEB 会議 

 

30 9・26 金 ＊投・開票事務従事応援職員局別

名簿の再提出（各局・室・本部

⇒市） 

＊点字判読者名簿の受領と各区へ

の通知（点字判読者の各区リーダ

ー⇒市⇒区） 

 

＊（市補）政党説明

会10:00南庁舎第

5･6会議室 

＊（市補）立候補予

定者事前説明会 

 14:00 南庁舎第 5･

6会議室 

 

   

29 9・27 土 ＊投・開票事務従事本庁応援職員名

簿の送付（市⇒川崎区） 

 

 ＊投・開票事務従事本庁応援職員名簿

の受領（市⇒川崎区） 
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期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

27 9・29 月 ＊個人演説会の公営施設の設備

の程度・費用額の承認、同管理

者へ通知 

＊警察（県警捜査第二課）への事

前資料送付（市⇒県警） 

＊（市長）ポスター掲示板の納入

（1日目） 

 

    

26 
 

9・30 火 ＊（市長）ポスター掲示板の納入

（2日目） 

＊（市長）立候補届出書事前審査

開始（10月 11日まで） 

＊（市長）選挙公報事前相談開始

（10月 11日まで） 

＊（市長）確認団体事前審査開始

（10月 11日まで） 

＊ポスター掲示場設置場所一覧

表・図面便宜供与開始 

 

 ＊（市長）ポスター掲示場の設置作業

開始 (10月9日まで） 

＊（市長）ポスター掲示場の設置検

査・補修期間（10月 10日まで） 

  

25 10・1 水 ＊市政だより（10月 1日号） 

 選挙期日・投票参加等広報 

＊特設ホームページの公開開始 

 

 ＊委員長交代 

 

＊委員会 

 

 

24 10・2 木 ＊市選管投・開票速報室応援職員

の調整・依頼 

＊（市補）ポスター掲示板の納入 

＊開票事務担当者会

議 14:00 WEB 会議 

 

＊（市補）ポスター掲示場の設置作業

開始 (10月11日まで） 

＊（市補）ポスター掲示場の設置検

査・補修期間（10月 15日まで） 

＊開票事務担当者

会議 14:00 WEB 会

議 

 

 

23 10・3 金 ＊第１次物品等受領（期日前投票

及び不在者投票・投票関係用紙

受領）（市・業者⇒区） 

 

 ＊第１次物品等受領（期日前投票及

び不在者投票・投票関係用紙受領）

（市・業者⇒区） 

 

  

20 10・6 月 ＊（市補）選挙公報事前相談開始

（10月 16日まで） 

＊（市補）確認団体事前審査開始

（10月 16日まで） 

＊投・開票事務従事者確定名簿受

領（区⇒市） 

 

＊第 2 回記者説明会 

14:00 記者クラブ

室 

＊（市補）立候補届出書事前審査開

始（10月 16日まで） 

＊投・開票事務従事者確定名簿の送

付（区⇒市） 

＊投票所入場券郵便局へ差出（10
月 10 日（金）配達完了見込み）（基
本分） 

 

  

18 10・8 水   ＊不在者投票用紙等の告示日前にお

ける郵送等の発送開始（国外・船

舶内） 

 

  

17 10・9 木 ＊個人演説会の公営施設の設備

の程度・費用額の公表 

 （管理者（本庁依頼分）） 

 

 ＊（市長）ポスター掲示場の設置作

業完了 

＊個人演説会の公営施設の設備の程

度・費用額の公表 

 （管理者（区長等）） 

 

  

16 10・10 金 ＊投・開票事務従事者の協議通知

（市⇒総務企画局⇒市長） 

＊投・開票事務従事者の開票所集合

通知文受領（区⇒市） 

＊第 1回投・開票速報リハーサル 

午後（14:00～） 

 

＊（市長）立候補届

出受理リハーサル 

10:00 南庁舎第

5・6会議室 

 

＊投・開票事務従事者の開票所集合通

知文送付（区⇒市） 

＊第 1回投・開票速報リハーサル 午

後（14:00～） 
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期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

15 10・11 土  

 

 

＊（市長）選挙運動費用の支出制

限額の決定 

＊選挙人名簿登録者数電話報告

受信 9:00まで （区⇒市） 

 

 

 

 

＊委員会 10:00 

 南庁舎第 1会議室 

 

 

 

 

＊選挙人名簿登録者数電話報告 

9:00 まで（区⇒市） 

＊ポスター掲示場の設置場所の決定 

＊選挙時登録における選挙人名簿の

登録の抹消の決定及び登録の移替

え報告 

＊選挙時登録に係る選挙人名簿の改

製の決定 

＊（市長）選挙人名簿の選挙時登録

の決定 

＊選挙人名簿の抄本の調製及び使用

の決定 

＊期日前投票所を設ける場所の指定 

＊期日前投票所の投票管理者及び同

職務代理者の選任 

＊期日前投票所の投票立会人の選任

及び期日前投票所の投票管理者へ

の通知 

＊不在者投票所の事務を取扱う場所

の決定 

＊期日前投票、不在者投票及び投票

の記載場所における氏名等の掲示

の掲載順序を定めるくじの方法並

びにくじを行う場所及び日時の決

定 

＊投票所を設ける場所の指定 

＊投票管理者及び同職務代理者の選

任 

＊投票立会人の選任、投票管理者へ

の通知及び選挙期日前 3 日までに

投票立会人への通知 

＊（市長）開票立会人を定めるくじ

の方法並びにくじを行う場所及び

日時の決定 

＊（市長）開票の場所及び日時の決

定 

＊（市長）開票管理者及び同職務代

理者の選任 

＊（市長）不在者投票用紙等の告示

日前における郵便等の発送開始 

＊（市補）ポスター掲示場の設置作

業完了 

 

 

 

 

 

＊委員会 

  

(市長) 

《選挙時登録》 

 

川崎市長選挙 選挙時登録基準日・登録日 
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期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

14 

 

10・12 日  

 

 

＊選挙期日の告示 

＊市議補欠選挙事由発生告示 

＊（市長）立候補届出の受理

（8:30～17:00 南庁舎第 5・6

会議室）・告示 

＊（市長）選挙公報掲載申請の

受理 

＊（市長）候補者届出状況連絡

（市⇒区） 

＊（市長）選挙立会人届出受理

開始 

＊（市長）政治団体確認申請の

受理（委員会会議室） 

＊（市長）選挙長及び同職務代

理者の氏名等の告示 

＊（市長）選挙会の日時及び場

所の告示 

＊（市長）投票用紙の様式の告  

 示 

＊（市長）自動車・船舶用表示

板及び拡声機用表示板の材

質、地色及び文字の色の告示 

＊（市長）標旗並びに乗車・乗

船章及び選挙運動員章の地色

及び文字の色の告示 

＊（市長）ビラ証紙の地模様及

びその色の告示 

＊（市長）政治活動用自動車表

示板の材質、地色及び文字の

色の告示 

＊（市長）政治活動用ポスター

証紙の地模様及びその色の告

示 

＊（市長）政談演説会告知用立

札・看板類表示板の地色及び

文字の色の告示 

＊（市長）選挙公報の掲載順序

を定めるくじを行う場所及び

日時の告示 

＊（市長）選挙運動費用の支出

制限額の告示 

＊（市長）選挙公報掲載順序の

くじ施行 

＊（市長）候補者の氏名等を投

票管理者及び開票管理者へ通

知（市⇒区） 

＊（市長）期日前・不在者投票及

び投票の記載場所における氏

名等の掲示の掲載順序を定め

るくじの結果の受信（区⇒市） 

＊（市長）候補者氏名等の記載

された政党等の政治活動用ポ

スター撤去期限 

 

 

 

 

＊委員会 17:15 南

庁舎第 1 会議室 

 

 

 

＊（市長）期日前投票所を設ける場

所の告示・投票管理者及び開票管

理者並びに市への報告 

＊（市長）期日前投票所を開く時刻

の繰り下げの告示・投票管理者並

びに市への報告（中原区のみ） 

＊（市長）期日前投票所の投票管理

者及び同職務代理者の住所及び

氏名並びに職務を行う日の告

示・開票管理者への報告 

＊（市長）不在者投票の事務を取扱

う場所の告示 

＊（市長）期日前投票、不在者投票

及び投票の記載場所における氏

名等の掲示の掲載順序を定める

くじを行う場所及び日時の告示 

＊（市長）投票所を設ける場所の指

定の告示・投票管理者及び開票管

理者並びに市への報告 

＊（市長）投票管理者及び同職務代

理者の告示・開票管理者への報告 

＊（市長）開票立会人を定めるくじ

を行う場所及び日時の告示 

＊（市長）開票の場所及び日時の告

示・選挙長及び開票管理者並びに

市への報告 

＊（市長）開票管理者及び同職務代

理者の告示・選挙長への報告 

＊選挙人名簿の異議の申出受理（告

示日のみ） 

＊選挙人名簿の抄本の閲覧停止（た

だし登録の確認のための閲覧は

告示日のみできる） 

 （10 月 31 日まで） 

＊在外選挙人名簿の抄本の閲覧停

止（10 月 31 日まで） 

＊（市長）候補者届出状況受信（市 

⇒区） 

＊（市長）開票立会人届出受理開始 

＊（市長）選挙事務所の設置、異動

届出受理開始 

＊（市長）公営施設使用の個人演説

会開催申出の受付開始 

＊（市長）ポスター掲示場へポスタ

ー掲示開始 

＊（市長）期日前投票、不在者投票

及び投票の記載場所における氏

名等の掲示の掲載順序を定める

くじの施行（17:00 以降）及び結

果の送付（区⇒市） 

 

 

 

 

＊委員会 

 17:00 以降 

 

 

 

 

川 崎 市 長 選 挙  告 示 日 
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期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

13 10・13 月  

 

＊（市長）選挙公報ホームページ

掲載開始 

＊（市長）選挙公報印刷、受領

（全区） 

＊（市長）選挙公報の仕分け開

始（川崎区を除く） 

＊（市補）候補者等及び後援団

体の政治活動用ポスター掲示

禁止期間始期（選挙期日まで） 

＊（市補）後援団体の寄附禁止

強化期間始期（選挙期日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊（市補）候補者等及び後援団体の

政治活動用ポスター掲示禁止期

間始期（選挙期日まで） 

＊（市補）後援団体の寄附禁止強化

期間始期（選挙期日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

10・14 火 ＊（市長）選挙公報の配送（川

崎区を除く） 

＊開票事務応援職員の開票所集

合通知文配布（市⇒局・室・本

部） 

＊期日前投票者数中間集計（選

挙期日前12日 20:00現在の数

の報告受信・翌日発表）（区→

市） 

 

 

 

 

 

＊（市長）公営施設使用の個人演説

会開始 

＊（市長）選挙公報を市から受領、

事業者及び町内会・自治会等へ配

送、各世帯配布開始（川崎区除く） 

＊期日前投票者数中間集計（選挙期

日前 12 日 20:00 現在の数の報告

受信・翌日発表）（区→市） 

 

  

 

 

 

11 10・15 水   ＊（市補）投票所入場券郵便局へ差

出（10 月 17 日（金）配達完了見

込み）（市補選挙時登録者分） 

 

  

10 10・16 木  

 

＊直接請求法定数の決定・同告示 

＊（市補）選挙運動費用の支出

制限額の決定 

 

 

＊委員会 10:00 

選挙管理委員室 

 

 

 

＊（市補）選挙人名簿の選挙時登録

の決定（川崎区） 

＊（市補）ポスター掲示場の設置場

所の告示（川崎区） 

 

 

 

＊委員会（川崎区） 

＊（市補）立候補

届出受理リハー

サル 

川崎区役所 10

階会議室  

 

(市補) 

《選挙時登録》 

 

川崎市長選挙 期日前投票及び不在者投票開始（10月25日まで） 

川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙 選挙時登録基準日・登録日 
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期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

9 10・17 金  

 

 

＊市議川崎区補欠選挙の告示 

＊（市補）立候補届出状況受信（川

崎区⇒市） 

＊（市補）政治団体の確認申請の

受理 

＊（市補）投票用紙の様式の告示 

＊（市補）開票事務と選挙会事務

との合同の告示 

＊（市補）選挙会の場所及び日時

の告示 

＊（市補）選挙長及び同職務代理

者の氏名等の告示 

＊（市補）投票及び開票の順序の

告示 

＊（市補）自動車・船舶用表示板

及び拡声機用表示板の材質、地

色及び文字の色の告示 

＊（市補）標旗並びに乗車・乗船

章及び選挙運動員章の地色及

び文字の色の告示 

＊（市補）ビラ証紙の地模様及

びその色の告示 

＊（市補）政治活動用自動車表示

板の材質、地色及び文字の色の

告示 

＊（市補）政治活動用ポスター証

紙の地模様及びその色の告示 

＊（市補）政談演説会告知用立

札・看板類表示板の地色及び文

字の色の告示 

＊（市補）選挙公報の掲載順序を

定めるくじを行う場所及び日

時の告示 

＊（市補）選挙運動費用の支出制

限額の告示 

＊（市補）選挙公報掲載順序のく

じ施行 

＊（市補）候補者の氏名等を投票

管理者及び開票管理者へ通知

（川崎区経由） 

＊（市補）期日前・不在者投票及

び投票の記載場所における氏

名等の掲示の掲載順序を定め

るくじの結果の受信（川崎区⇒

市） 

＊（市補）候補者氏名等の記載さ

れた政党等の政治活動用ポス

ター撤去期限 

＊（市補）選挙公報ホームページ

掲載開始 

 

 

 

 

＊委員会 17:15  

選挙管理委員室 

 

 

 

 

＊（市補）立候補届出の受理 8:30

～17:00、告示・市へ連絡 

＊（市補）選挙公報掲載申請の受理 

＊登録の確認のための閲覧申出の

受理（当日、川崎区のみ） 

＊選挙人名簿の異議の申出の受理

（当日、川崎区のみ） 

＊（市補）期日前投票所を設ける場

所の告示・投票管理者及び開票管

理者並びに市への報告 

＊（市補）期日前投票所の投票管理

者及び同職務代理者の住所及び氏

名並びに職務を行う日の告示・開

票管理者への報告 

＊（市補）不在者投票の事務を取扱

う場所の告示 

＊（市補）期日前投票、不在者投票

及び投票の記載場所における氏名

等の掲示の掲載順序を定めるくじ

を行う場所及び日時の告示 

＊投票所を設ける場所の指定の告

示・投票管理者及び開票管理者並

びに市への報告（川崎区のみ） 

＊投票管理者及び同職務代理者の告

示・開票管理者への報告（川崎区

のみ） 

＊（市補）選挙立会人を定めるくじ

を行う場所及び日時の告示 

＊（市補）選挙事務所の設置、異動

届出受理開始 

＊（市補）公営施設使用の個人演説

会開催申出の受付開始 

＊（市補）ポスター掲示場へポスタ

ー掲示開始 

＊（市補）期日前投票、不在者投票

及び投票の記載場所における氏名

等の掲示の掲載順序を定めるくじ

の施行（17:00 以降）及び結果の

送付（川崎区⇒市） 

＊（市補）候補者氏名等の記載され

た政党等の政治活動用ポスター撤

去期限 

＊街頭啓発（幸区）川崎駅西口周辺 

 

 

 

＊委員会 17:00

以降（川崎区） 

 

 

8 10・18 土  

 

＊（市補）選挙公報印刷、受領 

＊（市長・市補）選挙公報の仕分

け開始（川崎区） 

 

 

 

 

 

 

 

＊街頭啓発（高津区）武蔵溝ノ口駅

周辺 

＊街頭啓発（多摩区）多摩区民祭会場 

＊街頭啓発（幸区）幸区民祭会場 

 

 

 

 

 

川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙  告示日 

川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙 期日前投票及び不在者投票開始（10月25日まで） 
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期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

7 10・19 日 ＊（市長・市補）選挙公報の配送

（川崎区） 

＊期日前投票者数中間集計（選挙期

日前７日20:00現在の数の報告受

信・翌日発表）（区→市） 

＊街頭啓発（市）川崎アゼリア地下

街 

 

 ＊（市長・市補）選挙公報を市から

受領、事業者及び町内会・自治会

等へ配送、各世帯配布開始（川崎

区） 

＊（市補）公営施設使用の個人演説

会開始 

＊街頭啓発（川崎区）川崎アゼリア地

下街 

＊街頭啓発（中原区）中原区民祭会場 

＊期日前投票者数中間集計（選挙期

日前７日 20:00 現在の数の報告送

信・翌日発表）（区→市） 

 

  

6 10・20   月 ＊第2回投･開票速報リハーサル 午

前 

＊開票審査事務 

担当者会議 

（書面開催） 

＊第2回投･開票速報リハーサル 午前 

＊（市補）第 2 次物品等配送（開票

関係）（市⇒区） 

 

＊開票審査事務 

担当者会議 

（書面開催） 

 

5 10・21 火 ＊当日用投票用紙の配送（市⇒区） 

＊投票記載所の氏名等掲示の配送

（市⇒区） 

＊点字候補者名簿の配送（市⇒区） 

 

 ＊当日用投票用紙の受領（市⇒区） 

＊投票記載所の氏名等掲示の受領（市

⇒区） 

＊点字候補者名簿の受領（市⇒区） 

＊街頭啓発（宮前区）鷺沼駅周辺 

＊街頭啓発（中原区）東急小杉駅前

周辺 

  

4 10・22 水 

 

  ＊郵便等による不在者投票用紙等交付

請求期限 

 

  

3 10・23 木 ＊（市長）補充立候補届出最終日 

＊（市長）選挙立会人届出最終日 

（届出期限） 

＊（市長）選挙立会人を定めるくじ

の施行 

＊（市長）選挙立会人が法定数に達

しない場合の補充選任 

＊（市長）選挙立会人の参会通知又

はくじの結果通知 

 

 ＊投票立会人の参会通知期限 

＊公営施設使用の個人演説会開催申出

の受付最終日 

＊開票立会人届出最終日（届出期限） 

＊開票立会人を定めるくじの施行

（17:00以降施行） 

＊開票立会人が法定数に達しない場合

の補充選任 

＊開票立会人の参会通知又はくじの結

果通知・開票管理者へ開票立会人の

氏名等の通知 

＊ 投・開票器材の搬入 

＊（市補）補充立候補届出最終日 

＊（市補）選挙立会人届出最終日 

（届出期限） 

＊（市補）選挙立会人を定めるくじの

施行 

＊（市補）選挙立会人が法定数に達し

ない場合の補充選任 

＊（市補）選挙立会人の参会通知又は

くじの結果通知 

＊投票所スロープ設置 

 

＊委員会 

17:00 以降 

 

 

2 10・24 金 ＊市速報室設置 

＊期日前投票者数中間集計（選挙期

日前2日20:00現在の数の報告受

信・翌日発表）（区→市） 

＊投・開票速報受信テスト（区⇔市） 

＊投・開票速報応援 

職員の打合せ  

17:30 委員会会

議室 

＊投票所スロープ設置 

＊投・開票器材の搬入 

＊選挙公報各世帯へ配布完了 

（配布期限） 

＊期日前投票者数中間集計（選挙期日

前 2 日 20:00 現在の数の報告送信・

翌日発表）（区→市） 

＊投・開票速報送信テスト 

＊街頭啓発（麻生区）新百合ヶ丘駅

南口広場 

 

＊開票立会人説明

会 
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期
日
前
（
後
） 

月 日 曜
日 

川崎市選挙管理委員会 各区選挙管理委員会 備  考 

処 理 事 項 
委員会・ 

その他会議等 
処 理 事 項 

委員会・ 

その他会議等 
 

1 10・25 土 ＊投・開票速報受信テスト（区⇔市） 

＊期日前投票者数最終集計（選挙期

日の前日20:00現在の概数の報告

受信、発表）（区→市） 

 ＊公営施設使用の個人演説会開催最終

日 

＊期日前投票者数最終集計（選挙期日

の前日20:00現在の数を報告、発表） 

（区→市） 

＊期日前・不在者投票最終日  

20:00まで 

＊投・開票所設営準備完了 

＊投・開票速報送信テスト （区⇔市） 

 

  

0 10・26 日  

 

 

＊投・開票速報受信、発表（区→市） 

＊インターネット投・開票速報 

＊開票結果速報板設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊選挙人名簿抄本等を投票管理者に送

付 

＊投票（7:00～20:00） 

＊投･開票速報（区⇒市） 

＊不在者投票を指定投票区の投票管理

者に送致完了 

＊期日前投票箱等を開票管理者に送致 

＊投票箱等を開票管理者に送付 

＊開票（21:00～） 

＊（市補）選挙会（21:00～） 

＊開票速報板設置（開票所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 10・27 月 ＊開票結果（当選人決定）報告書等

のメール受信、点検（区→市） 

＊当選告知 

＊当選人の決定の告示 

＊（市長）当選証書付与式 15:00 

本庁舎復元棟301会議室 

＊（市補）当選証書付与式 16:00 

本庁舎復元棟301会議室 

＊ポスター掲示場の撤去開始（10

月31日まで） 

 

＊（市長）選挙会 

14:00 本庁舎復元

棟303会議室 

＊委員会 14:30本庁

舎復元棟 302 会議

室 

 

＊開票結果（当選人決定）報告書等の

メール送信（区⇒市） 

＊投票所スロープ撤去 

＊ポスター掲示場の撤去開始（10月31

日まで） 

＊投･開票器材の搬出 

 

  

(2) 10・28 火 ＊定例局長会議にて選挙結果の

報告・お礼 

 

 ＊投･開票器材の搬出 

 

  

(5) 10・31 金   ＊ポスター掲示場の撤去期限   

(8) 11・4 火   ＊選挙人名簿抄本の閲覧再開 

＊在外選挙人名簿抄本の閲覧再開 

 

  

(15) 11・10 月 ＊選挙の効力に関する異議の申

出期限 

＊当選の効力に関する異議の申

出期限 

＊（市長）第 1回選挙運動費用収

支報告書提出期限 

 

 ＊（市補）第 1 回選挙運動費用収支

報告書提出期限 

  

(16) 11・11 火 ＊（市長）供託物還付通知 

＊（市長）請求に基づき供託証明

書の還付を開始 

 ＊（市補）供託物還付通知 

＊（市補）請求に基づき供託証明書

の還付を開始 

 

  

 

投 票 日 （ 選 挙 期 日 ） ・ 開 票 日 
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